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国
際
関
係
下
の
学
術
・
文
化　
教
育
の
場
合
と
同
様
に
、
明
治
以
降
の
我
が
国
の
学
術
・
文
化
は
、
欧
米
の
先
進
的
な
学
術
・
文
化
の

移
入
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
当
初
か
ら
一
貫
し
て
広
義
の
国
際
交
流
の
下
に
、
近
代
日
本
の
学
術
・
文
化
は
形
成
さ
れ
て
き

た
。
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
日
本
文
化
の
特
殊
性
と
優
越
性
と
を
極
端
に
強
調
し
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
て
も
対
外
戦
争
と
い
う
負

の
国
際
関
係
の
下
で
の
現
象
で
あ
っ
た
。

　

幕
末
開
国
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
我
が
国
は
科
学
技
術
・
社
会
制
度
・
思
想
・
風
俗
慣
行
な
ど
学
術
・
文
化
の
ほ
と
ん
ど
全
分
野
に

わ
た
っ
て
、
欧
米
先
進
諸
国
の
成
果
の
学
習
と
導
入
と
に
専
念
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
特
に
明
治
維
新
以
降
は
、
外
国
人
御
雇
教
師
を
招

聘へ
い
し
日
本
か
ら
留
学
生
を
海
外
に
派
遣
す
る
な
ど
、
欧
米
諸
国
か
ら
直
接
的
か
つ
本
格
的
に
学
習
す
る
方
式
を
採
用
し
た
。
こ
れ
と
併
行

し
て
欧
米
の
学
術
・
文
化
に
関
す
る
自
主
的
な
教
育
・
研
究
の
発
展
を
図
っ
た
。
初
期
の
東
京
大
学
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
外
国
人
教
師
に
依

拠
し
て
い
た
の
に
、
わ
ず
か
十
五
年
後
に
は
ほ
と
ん
ど
日
本
人
教
授
に
代
わ
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
自
立
的
近
代
化
の

意
欲
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
化
面
に
お
い
て
は
、
明
治
初
期
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
化
財
が
軽
視
さ
れ
、
破
壊
や
海
外
へ
の
大
量
流
出
が
見
ら
れ
た
。
日
本
の
絵
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画
や
版
画
の
芸
術
的
な
価
値
が
外
国
人
に
よ
り
教
示
さ
れ
る
と
い
う
事
態
す
ら
見
ら
れ
た
。

　

学
術
の
分
野
に
お
い
て
は
、
明
治
二
十
年
代
に
学
位
制
度
が
成
立
を
見
、
二
十
年
代
以
降
に
は
国
際
的
評
価
に
堪
え
得
る
よ
う
な
研
究

者
の
研
究
が
発
表
さ
れ
始
め
、
大
正
期
に
は
学
術
研
究
会
議
が
創
立
さ
れ
、
我
が
国
学
術
の
国
際
的
な
活
動
の
中
心
機
関
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。

　

我
が
国
の
学
術
・
文
化
の
自
主
的
な
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
、
昭
和
初
期
に
は
軍
事
的
要
請
か
ら
の
科
学
研
究
の
方
向

付
け
が
強
め
ら
れ
る
一
方
、
民
族
性
を
一
面
的
に
強
調
し
た
国
家
主
義
的
な
文
化
政
策
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
国
際
的
に
も
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
や
フ
ァ
シ
ス
ト
・
イ
タ
リ
ア
と
の
学
術
・
文
化
の
交
流
が
推
進
さ
れ
、
戦
時
体
制
の
進
行
に
つ
れ
て
、
学
術
・
文
化
と
も
に

国
家
の
戦
争
目
的
に
全
面
的
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
学
術
行
政
の
創
始
と
展
開　
我
が
国
の
学
術
研
究
は
、
文
部
省
を
は
じ
め
工
部
省
・
開
拓
使
・
司
法
省
等
の
諸
官
庁
が
設
立
し
た
人
材

養
成
機
関
に
お
い
て
、
御
雇
外
国
人
の
指
導
の
下
に
開
始
さ
れ
た
。
明
治
十
年
代
後
半
か
ら
そ
れ
ら
の
人
材
養
成
機
関
が
文
部
省
の
所
管

に
統
合
さ
れ
、
帝
国
大
学
が
人
材
養
成
と
と
も
に
学
術
の
中
心
機
関
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
。
後
の
帝
国
学
士
院
の
前
身
を
な
す
東
京

学
士
会
院
（
十
二
年
創
設
）
や
学
位
制
度
（
二
十
年
学
位
令
）
も
文
部
省
の
所
管
に
属
し
た
。
他
方
、
各
省
庁
は
自
己
の
所
管
事
項
に
関

連
し
て
各
種
の
試
験
研
究
機
関
を
設
置
し
、
そ
れ
ら
は
大
学
・
大
学
附
置
研
究
所
及
び
民
間
研
究
機
関
な
ど
と
と
も
に
学
術
研
究
の
一
端

を
担
っ
た
。
し
か
し
研
究
へ
の
補
助
奨
励
を
含
む
本
格
的
な
学
術
行
政
が
展
開
さ
れ
る
の
は
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
七
年
文
部

省
は
科
学
研
究
奨
励
金
制
度
を
設
け
て
、
研
究
者
に
対
す
る
研
究
費
助
成
事
業
を
開
始
し
、
昭
和
に
入
る
と
科
学
研
究
費
交
付
金
と
な
っ

て
飛
躍
的
に
増
額
し
た
。
第
二
次
大
戦
下
に
お
い
て
は
、
科
学
を
国
家
目
的
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
集
中
動
員
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
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れ
、
政
府
を
挙
げ
て
科
学
研
究
推
進
政
策
が
強
化
さ
れ
た
。

　
文
化
財
保
護
と
文
化
行
政　
文
化
行
政
は
、
明
治
初
期
の
神
道
主
義
的
な
廃
仏
毀
釈
政
策
や
文
明
開
化
に
よ
る
伝
統
的
文
化
遺
産
の
廃

棄
・
海
外
流
出
の
防
止
策
か
ら
始
ま
っ
た
。「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
太
政
官
布
告
（
明
治
四
年
）
に
始
ま
り
古
社
寺
保
存
法
（
三
十

年
）
へ
至
る
方
策
は
我
が
国
文
化
財
保
護
行
政
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
著
作
権
保
護
に
関
し
て
も
、
明
治
二
年
の
出
版
条
例
を
萌ほ
う

芽
と
し
、

明
治
三
十
二
年
に
至
っ
て
国
際
的
水
準
を
満
た
す
著
作
権
法
の
制
定
を
見
た
。
ま
た
民
間
で
の
国
語
国
字
改
良
論
に
触
発
さ
れ
て
国
語
国

字
問
題
へ
の
取
組
が
開
始
さ
れ
た
。
明
治
末
期
か
ら
は
、
社
会
教
育
政
策
と
密
接
に
絡
み
つ
つ
芸
術
文
化
行
政
が
着
手
さ
れ
た
。
四
十
年

の
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
に
始
ま
り
、
文
芸
委
員
会
の
設
置
、
幻
灯
映
画
の
審
査
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
昭
和
期
に
は
、
学
術
を

も
含
め
た
文
化
振
興
の
奨
励
措
置
と
し
て
文
化
勲
章
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
昭
和
十
年
代
に
は
、
戦
争
遂
行
の
た
め
の
宣
伝
手
段

と
し
て
文
化
及
び
文
化
行
政
が
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
宗
教
行
政
と
文
部
省　
宗
教
に
つ
い
て
は
、
明
治
元
年
の
神
祇ぎ

官
の
設
置
に
始
ま
る
神
社
神
道
の
国
教
化
と
神
仏
分
離
令
以
来
、
国
家

行
政
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た
。
文
明
開
化
の
進
展
に
よ
り
四
年
神
祇
官
は
神
祇
省
に
格
下
げ
さ
れ
た
。
五
年
教
部
省
が
設
置
さ
れ
宗
教

行
政
と
宗
教
家
に
よ
る
国
民
教
化
と
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
神
祇
祭
祀し

と
宗
教
行
政
と
が
分
離
さ
れ
た
。
そ
の
後
教
部
省
は
十
年
に

廃
止
さ
れ
、
以
後
は
内
務
省
社
寺
局
が
宗
教
行
政
を
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
二
年
六
月
内
務
省
に
代
わ
り
文
部
省
が
宗
教
局
を

設
置
し
て
宗
教
行
政
を
所
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

内
務
省
は
明
治
三
十
二
年
以
来
宗
教
団
体
の
監
督
の
た
め
に
宗
教
法
の
立
案
を
計
画
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
文
部
省
に
引
き
継
が
れ
大

正
十
五
年
宗
教
制
度
調
査
会
を
設
置
し
て
調
査
審
議
し
た
が
、
様
々
な
事
情
か
ら
難
航
し
、
昭
和
十
四
年
に
よ
う
や
く
宗
教
団
体
法
と
し
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て
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
宗
教
に
関
す
る
諸
法
規
が
統
合
さ
れ
宗
教
行
政
の
一
元
化
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
宗
教
団
体

へ
の
国
家
統
制
の
強
化
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
一
節　

学
術
行
政

　
学
術
行
政
の
開
始　
明
治
期
に
お
け
る
学
術
研
究
は
、
高
等
教
育
と
未
分
化
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
。
当
初
は
帝
国
大
学
と
諸
官
庁

設
立
の
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
、
外
国
人
教
師
の
指
導
の
下
に
学
術
研
究
が
着
手
さ
れ
た
。
大
正
期
に
入
っ
て
東
京
帝
国
大
学
伝
染
病

研
究
所
や
東
北
帝
国
大
学
金
属
材
料
研
究
所
な
ど
、
大
学
に
研
究
所
が
附
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
既
存
の
官
庁
の
試
験
研
究
機
関
と
と

も
に
、
学
術
機
関
の
高
等
教
育
機
関
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
化
が
始
ま
っ
た
。

　

学
位
制
度
は
明
治
二
十
年
の
学
位
令
に
よ
り
発
足
し
た
。
当
初
は
博
士
・
大
博
士
の
二
種
が
あ
っ
た
が
、
三
十
一
年
の
改
正
に
よ
り
博

士
だ
け
と
な
り
、
大
正
九
年
更
に
改
正
さ
れ
て
学
位
は
文
部
大
臣
の
認
可
を
経
て
審
査
に
当
た
っ
た
官
公
私
立
の
大
学
か
ら
授
与
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

欧
米
諸
国
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
模
し
て
明
治
十
二
年
東
京
学
士
会
院
が
発
足
し
た
が
、
三
十
九
年
に
こ
れ
は
「
文
部
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ

学
術
ノ
発
達
ヲ
図
リ
教
化
ヲ
裨
補
ス
ル
」
帝
国
学
士
院
に
改
組
さ
れ
た
。
そ
の
会
員
は
学
士
院
の
推
薦
に
よ
り
勅
旨
を
も
っ
て
任
ぜ
ら
れ

た
。
四
十
三
年
皇
室
か
ら
賞
典
費
と
し
て
毎
年
一
定
額
が
下
賜
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
研
究
奨
励
の
た
め
に
帝
国
学
士
院
授
賞
規
則
を
定

め
、
翌
年
こ
の
第
一
回
恩
賜
賞
が
木
村
栄
の
「
地
軸
変
動
の
研
究
特
に
Ｚ
項
の
発
見
」
に
授
与
さ
れ
た
。
こ
の
年
三
井
家
と
岩
崎
家
か
ら
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の
寄
附
金
に
よ
り
帝
国
学
士
院
恩
賜
賞
と
は
別
に
帝
国
学
士
院
賞
が
創
設
さ
れ
、
翌
四
十
五
年
高
峰
譲
吉
の
「
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
発
見
」

に
対
し
て
第
一
回
授
賞
が
行
わ
れ
た
。

　

第
一
次
大
戦
を
機
に
科
学
研
究
の
国
際
交
流
を
進
め
る
た
め
に
各
国
学
術
研
究
会
議
の
連
合
体
と
し
て
万
国
学
術
研
究
会
議
が
発
足

し
、
我
が
国
も
こ
れ
に
加
盟
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
大
正
九
年
官
制
を
も
つ
て
学
術
研
究
会
議
を
創
設
し
た
。
こ
れ
は
、
文
部
大
臣

の
管
理
に
属
し
、
同
会
議
の
推
薦
に
よ
り
内
閣
の
任
命
す
る
学
識
経
験
者
の
会
員
か
ら
構
成
さ
れ
、
関
係
各
大
臣
の
諮
詢じ
ゅ
んに

応
じ
て
意
見

を
開
申
し
、
科
学
と
そ
の
応
用
に
関
し
関
係
各
大
臣
に
建
議
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
終
戦
時
ま
で
一
貫
し
て
存
続
し
、

国
の
科
学
振
興
政
策
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

昭
和
期
に
入
り
学
術
行
政
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
機
関
に
、
日
本
学
術
振
興
会
が
あ
っ
た
。
満
州
事
変
以
降
産
業
・
国
防
の
基
礎

と
し
て
科
学
技
術
の
振
興
が
重
視
さ
れ
、
帝
国
学
士
院
や
議
会
か
ら
学
術
研
究
の
振
興
に
関
し
て
建
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期

に
当
た
り
、
皇
室
か
ら
学
術
奨
励
の
た
め
に
一
五
〇
万
円
が
下
賜
さ
れ
た
の
で
、
御
下
賜
金
を
基
金
に
政
府
か
ら
の
補
助
金
を
も
つ
て
昭

和
七
年
十
二
月
財
団
法
人
日
本
学
術
振
興
会
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
皇
族
を
総
裁
、
総
理
大
臣
を
会
長
、
帝
国
学
士
院
長
を
理
事
長

と
す
る
特
別
な
組
織
で
、
基
金
に
政
府
補
助
金
と
民
間
か
ら
の
寄
附
金
と
を
加
え
て
、
研
究
者
へ
の
研
究
費
補
助
、
研
究
委
員
会
の
設
置

運
営
、
及
び
学
術
文
献
の
刊
行
な
ど
を
行
っ
た
。
特
に
研
究
費
補
助
は
、
後
述
の
文
部
省
科
学
研
究
費
交
付
金
が
支
出
さ
れ
る
十
四
年
以

前
に
あ
っ
て
は
、
最
大
の
規
模
の
補
助
金
と
し
て
研
究
の
発
展
に
寄
与
し
た
。

　
学
術
行
政
の
展
開　
上
述
の
日
本
学
術
振
興
会
の
成
立
に
見
る
よ
う
に
、
国
防
国
家
体
制
構
築
の
基
礎
と
し
て
科
学
の
振
興
が
強
調
さ

れ
、
そ
の
た
め
の
行
政
施
策
が
精
力
的
に
展
開
さ
れ
た
。
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文
部
省
は
大
正
七
年
科
学
研
究
の
奨
励
の
た
め
に
ま
ず
自
然
科
学
研
究
奨
励
金
の
交
付
を
始
め
た
が
、
昭
和
四
年
に
は
国
体
観
念
の
涵

養
に
資
す
る
た
め
日
本
及
び
東
洋
の
精
神
文
化
に
関
す
る
研
究
奨
励
の
た
め
精
神
科
学
研
究
奨
励
金
を
交
付
し
た
。
し
か
し
そ
の
金
額
は

当
初
一
四
万
円
以
上
で
あ
っ
た
の
が
六
年
度
以
降
七
万
円
程
度
に
減
額
さ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
十
四
年
文
部
省
は
前
年
に
設
置

し
た
科
学
振
興
調
査
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
科
学
研
究
費
交
付
金
三
〇
〇
万
円
を
計
上
し
た
。
こ
れ
は
前
年
の
科
学
研
究
奨
励
金
額
の
実

に
四
〇
倍
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
初
は
自
然
科
学
だ
け
が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
十
六
年
か
ら
は
逐
年
増
額
の
上
人
文
科
学
に
も

拡
大
さ
れ
た
。

　

ま
た
十
一
年
文
部
省
は
、「
日
本
精
神
ノ
本
義
ニ
基
キ
」「
我
ガ
国
独
自
ノ
学
問
、
文
化
ノ
創
造
、
発
展
ニ
貢
献
シ
延
テ
教
育
ノ
刷
新
ニ

資
ス
ル
」
こ
と
を
目
的
に
人
文
科
学
・
社
会
科
学
関
係
研
究
者
を
集
め
た
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
を
設
立
し
た
。

　

文
部
省
は
、
十
五
年
二
月
専
門
学
務
局
内
に
科
学
課
を
設
置
し
、
十
七
年
十
一
月
こ
れ
を
科
学
局
に
拡
充
し
た
。
科
学
局
は
科
学
研
究

費
の
運
用
や
研
究
機
関
の
連
絡
、
研
究
者
の
研
究
事
項
調
査
な
ど
科
学
行
政
全
般
を
担
当
し
た
。
政
府
全
体
と
し
て
も
科
学
振
興
を
重
視

し
、
十
三
年
内
閣
に
科
学
審
議
会
を
設
け
翌
十
四
年
企
画
院
内
に
科
学
部
を
置
い
た
が
、
更
に
十
七
年
一
月
内
閣
に
技
術
院
を
設
置
し
、

こ
の
技
術
院
を
中
心
と
し
文
部
省
を
も
包
含
す
る
科
学
動
員
体
制
が
形
成
さ
れ
た
。
文
部
省
は
、
十
八
年
学
術
研
究
会
議
を
改
組
し
人
文

科
学
部
門
を
加
え
、
研
究
動
員
委
員
会
を
設
け
て
学
術
研
究
動
員
の
中
心
機
関
と
し
た
。
ま
た
同
年
九
月
大
学
院
特
別
研
究
生
制
度
を
創

設
し
、
優
れ
た
能
力
あ
る
大
学
院
生
を
選
定
し
学
資
を
給
与
し
て
研
究
要
員
の
確
保
を
期
し
た
。
十
八
年
十
月
内
閣
に
研
究
動
員
会
議
が

設
置
さ
れ
、
ま
た
、
重
要
研
究
課
題
に
従
事
す
る
研
究
者
を
す
べ
て
内
閣
が
任
命
し
研
究
に
没
頭
さ
せ
る
と
い
う
臨
時
戦
時
研
究
員
設
置

制
が
公
布
さ
れ
た
。
し
か
し
本
土
に
も
戦
火
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
十
九
年
以
降
は
研
究
用
の
資
材
も
払
底
し
、
督
励
の
シ
ス
テ
ム
は
整
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え
ら
れ
て
も
肝
心
の
研
究
の
遂
行
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
。

第
二
節　

文
化
財
保
護
と
文
化
行
政

　
文
化
財
の
保
護　
明
治
維
新
に
よ
る
文
明
開
化
の
急
進
展
は
、
我
が
国
古
来
の
伝
統
文
化
を
「
旧
物
」
と
し
て
軽
視
す
る
社
会
風
潮
を

作
り
出
し
た
。
と
り
わ
け
神
仏
分
離
令
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
の
進
行
が
、
歴
史
あ
る
寺
院
の
仏
像
・
古
文
書
・
建
造
物
・
美
術
品
な
ど
の
大

量
の
破
壊
や
海
外
流
出
を
生
み
出
し
た
。
政
府
は
明
治
四
年
五
月
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
の
太
政
官
布
告
を
発
す
る
一
方
、
内
務
省
は
十

三
年
ご
ろ
か
ら
二
十
七
年
ま
で
全
国
の
主
要
な
古
社
寺
に
保
存
金
を
交
付
し
て
文
化
財
の
維
持
保
存
に
当
た
ら
せ
た
。
十
七
年
ご
ろ
か
ら

文
部
省
は
独
自
に
古
美
術
の
保
存
状
況
調
査
に
着
手
し
、
後
に
は
宮
内
省
の
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
と
協
力
し
て
調
査
を
進
め
た
。

　

日
清
戦
争
後
の
国
家
意
識
の
勃
興
を
背
景
に
し
て
、
三
十
年
古
社
寺
保
存
法
が
公
布
さ
れ
、
歴
史
的
・
美
術
的
に
価
値
の
高
い
建
造
物

や
宝
物
類
を
内
務
大
臣
が
「
特
別
保
護
建
造
物
」「
国
宝
」
な
ど
に
指
定
し
、
保
存
の
た
め
の
補
助
金
を
支
出
す
る
こ
と
と
な
り
、
伝
統

的
文
化
財
の
保
護
の
進
展
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
古
社
寺
保
存
法
は
対
象
を
社
寺
に
限
っ
て
お
り
、
国
・
地
方
公
共
団
体
・
個
人
な
ど
の

所
有
す
る
貴
重
な
物
件
を
保
護
し
得
な
か
っ
た
。
昭
和
四
年
従
来
の
古
社
寺
保
存
法
を
廃
止
し
て
新
た
に
国
宝
保
存
法
を
公
布
し
、
社
寺

の
み
な
ら
ず
広
く
「
建
造
物
、
宝
物
其
ノ
他
ノ
物
件
ニ
シ
テ
特
ニ
歴
史
ノ
証
徴
又
ハ
美
術
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
」
を
国
宝
に
指
定
し

て
保
存
措
置
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
場
合
原
則
と
し
て
輸
出
・
移
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
現
状
変
更
も
内
務
大
臣
の

許
可
を
要
す
る
と
し
た
。
八
年
四
月
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
従
来
の
国
宝
の
ほ
か
に
重
要
美
術
品
等
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の
指
定
が
な
さ
れ
、
国
宝
同
様
に
輸
出
・
移
出
に
厳
重
な
制
約
を
課
す
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
明
治
末
期
に
は
鉄
道
・
道
路
の
建
設
な
ど
の
国
土
開
発
の
進
行
に
伴
い
史
跡
名
勝
な
ど
の
保
存
が
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
、
大

正
八
年
六
月
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
が
施
行
さ
れ
た
。
内
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
、
現
状
変
更
や
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に

は
地
方
長
官
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
し
、
国
は
そ
の
管
理
費
へ
の
補
助
を
な
し
得
る
と
し
た
。

　

古
社
寺
保
存
法
に
基
づ
く
保
存
行
政
は
大
正
二
年
宗
教
行
政
が
内
務
省
か
ら
文
部
省
に
移
管
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
文
部
省
の
所
管
と

な
っ
た
が
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
行
政
は
昭
和
三
年
十
二
月
に
至
っ
て
内
務
省
か
ら
文
部
省
に
移
管
さ
れ
、
こ
の
時
以
降
文
化

財
保
護
行
政
は
す
べ
て
文
部
省
に
お
い
て
一
元
的
に
所
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
国
語
調
査
の
事
業　
国
語
改
革
問
題
は
明
治
維
新
の
当
初
か
ら
国
民
文
化
の
改
革
と
普
及
に
と
っ
て
の
重
要
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て

き
た
。
漢
字
制
限
論
、
言
文
一
致
論
、
ロ
ー
マ
字
採
用
論
、
仮
名
文
字
表
記
論
、
共
通
語
論
な
ど
様
々
な
論
議
が
明
治
初
年
か
ら
民
間
で

繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
明
治
三
十
三
年
の
第
三
次
小
学
校
令
と
小
学
校
令
施
行
規
則
に
よ
る
平
仮
名
字
体
の
標
準
化
、
字
音
仮
名
遣
の

採
用
、
及
び
使
用
漢
字
数
制
限
は
、
文
部
省
に
よ
る
こ
の
国
語
改
良
施
策
の
最
初
の
施
策
で
あ
っ
た
。

　

文
部
省
は
三
十
五
年
国
語
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
漢
字
の
制
限
、
字
音
仮
名
遣
の
改
訂
等
の
調
査
検
討
を
委
嘱
し
た
。
大
正
二
年
同

委
員
会
を
廃
止
し
て
、
十
年
臨
時
国
語
調
査
会
を
設
置
し
、
常
用
漢
字
表
、
仮
名
遣
改
定
案
、
字
体
整
理
案
な
ど
を
作
成
し
た
が
、
昭
和

九
年
に
こ
れ
を
廃
止
し
新
た
に
国
語
審
議
会
を
設
置
し
た
。
こ
の
審
議
会
は
、
漢
字
字
体
整
理
、
標
準
漢
字
表
、
新
字
音
仮
名
遣
、
国
語

の
横
書
き
等
、
戦
前
に
お
け
る
国
語
改
革
問
題
を
総
括
す
る
よ
う
な
審
議
を
行
っ
た
。
な
お
、
ロ
ー
マ
字
の
表
記
法
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
年
設
置
の
臨
時
ロ
ー
マ
字
調
査
会
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
十
二
年
九
月
内
閣
訓
令
に
よ
り
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
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と
は
異
な
る
訓
令
式
ロ
ー
マ
字
を
制
定
し
た
。
十
五
年
十
一
月
文
部
省
は
図
書
局
内
に
国
語
課
を
設
置
し
、
国
語
の
調
査
、
日
本
語
教
科

書
の
編
纂
、
国
語
審
議
会
の
事
務
な
ど
を
担
当
さ
せ
た
。

　
芸
術
文
化
の
行
政　
文
部
省
が
芸
術
の
振
興
を
目
指
し
て
最
初
に
試
み
た
事
業
は
美
術
展
覧
会
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
年
六
月
美
術
審

査
委
員
会
を
設
立
し
美
術
展
覧
会
規
程
を
定
め
て
毎
年
一
回
日
本
画
・
西
洋
画
・
彫
刻
の
三
部
か
ら
成
る
展
覧
会
を
開
く
こ
と
と
し
、
十

月
そ
の
第
一
回
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
文
展
）
を
東
京
上
野
で
開
催
し
た
。
こ
れ
は
大
正
七
年
の
第
一
二
回
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
審
査

委
員
の
任
命
や
運
営
を
め
ぐ
っ
て
美
術
関
係
者
の
間
か
ら
不
満
が
高
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
文
部
省
は
、
美
術
の
振
興
に
つ
い
て
審
議
す

る
機
関
と
し
て
、
八
年
新
た
に
帝
国
美
術
院
を
設
立
し
、
同
年
そ
の
美
術
院
の
主
催
に
よ
る
展
覧
会
、
第
一
回
帝
国
美
術
院
展
覧
会
（
帝

展
）
が
開
催
さ
れ
た
。
昭
和
二
年
従
前
か
ら
の
三
部
制
に
美
術
工
芸
の
第
四
部
を
加
え
、
ま
た
会
員
定
数
も
当
初
の
一
五
人
か
ら
五
年
に

は
三
〇
人
と
倍
増
し
た
。
文
部
省
は
、
美
術
の
み
な
ら
ず
文
芸
・
音
楽
な
ど
の
分
野
を
も
含
む
、
帝
国
学
士
院
と
同
様
な
総
合
的
な
機
関

の
設
立
を
構
想
し
、
十
二
年
六
月
帝
国
芸
術
院
官
制
を
公
布
し
た
。
こ
れ
は
、
芸
術
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
審
議
し
、
そ
の
発
達
に
必

要
な
事
業
を
行
い
、
文
部
大
臣
に
建
議
し
得
る
機
関
で
、
院
長
の
下
会
員
八
〇
人
以
内
、
第
一
部
美
術
、
第
二
部
文
芸
、
第
三
部
音
楽
、

雅
楽
、
能
楽
の
構
成
と
し
た
。
そ
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
芸
術
院
賞
を
定
め
、
十
七
年
五
月
小
磯
良
平
・
高
村
光
太
郎
・
川
田
順
の
三
人

に
対
し
て
第
一
回
授
賞
式
を
行
っ
た
。
帝
国
芸
術
院
の
設
立
に
よ
り
美
術
展
覧
会
は
再
び
文
部
省
の
主
催
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
十
三
年

第
一
回
の
「
新
文
展
」
を
開
催
し
、
こ
れ
は
十
九
年
第
七
回
ま
で
継
続
さ
れ
た
。

　
著
作
権
の
保
護　
我
が
国
に
お
け
る
著
作
権
法
の
萌
芽
は
、
明
治
二
年
の
出
版
条
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
来
、
書
籍
出
版
の
取
締
規
程

で
あ
っ
た
が
、
出
版
の
免
許
に
よ
っ
て
出
版
者
に
「
専
売
ノ
利
」
を
取
得
さ
せ
る
旨
の
保
護
を
定
め
た
。
こ
の
条
例
は
、
五
年
、
八
年
、
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二
十
年
と
改
正
さ
れ
る
が
、
特
に
そ
の
二
十
年
の
改
正
に
お
い
て
、
版
権
保
護
の
部
分
を
出
版
条
例
か
ら
切
り
離
し
て
、
別
に
版
権
条
例

と
し
た
。

　

こ
の
版
権
条
例
は
、
文
書
図
画
を
出
版
し
て
利
益
を
専
有
す
る
権
利
を
版
権
と
称
し
、
そ
の
版
権
の
保
護
を
得
る
た
め
に
は
内
務
省
に

版
権
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
版
権
は
著
作
者
に
属
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
お
り
、
二
十
六
年
四
月
若
干
の
修
補
を
加
え

て
版
権
法
と
な
っ
た
。
こ
の
版
権
法
は
、
三
十
二
年
に
至
っ
て
、
二
十
年
に
定
め
ら
れ
た
脚
本
楽
譜
条
例
、
写
真
版
権
条
例
と
と
も
に
著

作
権
法
に
統
合
整
理
さ
れ
た
。

　

我
が
国
は
条
約
改
正
の
交
換
条
件
と
し
て
著
作
権
の
国
際
的
保
護
を
図
る
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
入
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
三
十
二

年
の
著
作
権
法
は
、
従
来
の
版
権
に
代
え
て
著
作
権
の
語
を
用
い
、
ベ
ル
ヌ
条
約
の
保
護
の
水
準
を
満
た
す
よ
う
に
制
定
さ
れ
、
優
れ
て

近
代
的
な
著
作
権
保
護
法
と
し
て
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
後
ベ
ル
ヌ
条
約
の
改
正
に
応
じ
て
逐
次
同
法
は
改
正
さ
れ
て
行
っ

た
。
な
お
、
著
作
権
事
務
の
所
管
は
、
明
治
二
年
当
時
は
太
政
官
の
昌
平
・
開
成
両
学
校
、
翌
三
年
二
月
太
政
官
大
史
、
四
年
八
月
文
部

省
、
そ
し
て
八
年
六
月
内
務
省
へ
と
移
り
、
以
後
戦
前
を
通
じ
て
内
務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
。

第
三
節　

宗
教
行
政

　
明
治
期
の
宗
教
行
政　
明
治
元
年
政
教
一
致
の
観
点
か
ら
太
政
官
と
並
ぶ
神
祇
官
が
政
権
の
中
心
に
据
え
ら
れ
、
ま
た
神
道
の
優
位
性

と
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
神
仏
の
分
離
が
強
行
さ
れ
た
。
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四
年
に
神
祇
官
は
神
祇
省
に
格
下
げ
さ
れ
、
更
に
教
部
省
に
改
組
さ
れ
た
。
大
教
宣
布
運
動
の
た
め
に
大
教
院
・
中
教
院
な
ど
が
設
置

さ
れ
た
が
、
運
動
内
部
で
の
神
・
仏
二
派
の
抗
争
に
加
え
て
、
仏
教
者
の
間
か
ら
信
教
の
自
由
論
が
提
唱
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
宗
教
教
化

の
強
制
へ
の
批
判
が
提
出
さ
れ
て
、
八
年
大
教
院
は
解
散
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
へ
の
抑
圧
政
策
が
欧
米
諸
国
か
ら

非
難
さ
れ
た
の
で
、
政
府
は
六
年
二
月
宣
教
を
黙
認
し
た
。

　

十
年
一
月
教
部
省
を
廃
止
し
、
宗
教
行
政
は
内
務
省
社
寺
局
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
に
よ
り
、
信
教

の
自
由
が
「
臣
民
の
権
利
」
の
一
つ
と
し
て
承
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於

テ
」
と
い
う
限
定
付
き
で
あ
っ
た
。
条
約
改
正
の
条
件
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
適
正
な
処
遇
が
外
国
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
で
、
政
府
は
三

十
二
年
五
月
そ
の
宣
教
を
正
式
に
認
め
る
と
と
も
に
、
同
年
八
月
文
部
大
臣
訓
令
に
よ
り
公
認
の
学
校
に
お
い
て
正
規
の
授
業
時
間
内
に

お
け
る
宗
教
教
育
及
び
宗
教
儀
式
の
施
行
を
禁
止
し
た
。

　

他
方
政
府
は
、
神
社
神
道
は
「
国
家
の
宗
祀
」
で
あ
っ
て
「
宗
教
」
で
は
な
い
と
の
原
則
を
確
認
し
て
、
三
十
三
年
内
務
省
の
社
寺
局

を
廃
止
し
、
神
社
局
と
宗
教
局
と
に
区
分
し
た
。

　
文
部
省
の
宗
教
行
政
と
宗
教
団
体
法　
神
社
と
宗
教
と
の
分
離
を
更
に
明
確
化
す
る
必
要
か
ら
、
大
正
二
年
六
月
内
務
省
の
宗
教
局
は

廃
止
さ
れ
、
宗
教
行
政
一
般
が
文
部
省
に
移
管
さ
れ
た
。
文
部
省
は
新
た
に
宗
教
局
を
設
置
し
、
神
社
を
除
く
す
べ
て
の
宗
教
団
体
を
管

轄
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

明
治
初
年
以
来
宗
教
行
政
上
に
は
多
様
な
法
規
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
総
合
的
な
整
備
と
、
宗
教
団
体
へ
の
監
督
と
指
導
の
た

め
の
、
宗
教
法
立
法
化
の
動
向
は
内
務
省
所
管
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
明
治
三
十
二
年
最
初
の
宗
教
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
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が
、
仏
教
側
の
反
対
で
成
立
し
な
か
っ
た
。
文
部
省
は
、
大
正
十
五
年
宗
教
制
度
調
査
会
を
設
置
し
て
宗
教
法
案
の
調
査
審
議
を
進
め
、

昭
和
二
年
、
四
年
と
二
度
に
わ
た
っ
て
議
会
に
提
出
し
た
が
、
い
ず
れ
も
異
論
が
あ
っ
て
成
立
を
見
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
曲
折
を
経

て
、
戦
時
体
制
下
の
十
四
年
四
月
よ
う
や
く
宗
教
団
体
法
が
公
布
を
見
た
。

　

同
法
は
、
明
治
以
来
の
宗
教
上
の
諸
法
規
を
整
理
し
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
保
護
と
監
督
を
強
化
し
よ
う
と
図
っ
た
も
の
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
包
括
団
体
を
「
教
団
」
と
名
付
け
、
他
の
「
教
派
」「
宗
派
」
と
同
格
と
し
、
ま
た
宗
教
団
体
と
法
人
と
の
法
的
な
関
係
を
明
確

に
し
た
。
宗
教
団
体
の
認
可
に
当
た
っ
て
、
教
派
・
宗
派
の
合
同
が
進
め
ら
れ
、
神
道
教
派
は
そ
の
ま
ま
の
一
三
派
で
あ
っ
た
が
、
仏
教

宗
派
は
五
六
派
か
ら
二
八
派
へ
と
半
減
し
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
約
三
〇
団
体
が
一
つ
の
日
本
基
督
教
団
に
統
合

さ
れ
た
。
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